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人口と世帯数 
（平成17年11月１日現在） 

人　口　8,527人（＋  4） 

　男　　4,262人（±  0） 

　女　　4,265人（－  4） 

世帯数　2,782世帯（＋11） 
（　）内は前月比 
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区　　　　分 区　　　　分収入済額予算額

財政状況の公表は、町民の皆さんに町の財政がどのように運営されているかを知っていただくため年２回

実施いたします。

今回は平成17年度上半期（４月から９月）の執行状況をお知らせします。

35億9,200万円でスタートした平成17年度一般会計予算は、２回の補正を行い、９月末現在額は37億7,259万

２千円となっています。予算額に対する収入済額の割合は53.7パーセント、支出済額の割合は35.7パーセント

となっております。

一　般　会　計
単位：千円

町 税 914,2411,040,798

地 方 譲 与 税 38,629103,500

利 子 割 交 付 金 1,6274,500

配 当 割 交 付 金 7731,000

株式等譲渡所得割交付金 7300

地 方 消 費 税 交 付 金 44,43581,000

ゴルフ場利用税交付金 34,86577,000

自動車取得税交付金 19,79553,000

地 方 特 例 交 付 金 21,24225,000

地 方 交 付 税

交通安全対策特別交付金

分 担 金 及 び 負 担 金

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

町 債

580,906

1,846

16,545

45,557

17,613

12,585

16,044

1,000

0

240,012

19,929

0

820,000

3,000

36,895

72,627

245,694

168,027

25,229

2

417,002

164,178

73,440

360,400

議 会 費 43,01085,973

総 務 費 264,722571,382

民 生 費 205,095622,864

衛 生 費 170,702502,359

農 林 水 産 業 費 92,263348,495

商 工 費 9,75817,677

土 木 費 92,220468,541

消 防 費 82,098155,454

教 育 費 185,269565,277

災 害 復 旧 費

公 債 費

諸 支 出 金

予 備 費

0

200,551

0

0

1,833

414,733

13,004

5,000

支出済額予算額

歳　　入
予 算 額　3,772,592

収入済額　2,027,651

歳　　出
予 算 額 3,772,592

支出済額 1,345,688

財 政 事 情財 政 事 情
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町 の 財 産
土　地

486,255裃

建　物

42,808㎡

基　金

897,019千円

町債の内容
単位：千円

特 別 会 計
単位：千円

予 算 額 752,766

収 入 済 額 341,400

支 出 済 額 333,470

予 算 額 775,415

収 入 済 額 356,177

支 出 済 額 303,349

予 算 額 53,267

収 入 済 額 15,925

支 出 済 額 21,546

予 算 額 678,645

収 入 済 額 265,107

支 出 済 額 223,274

予 算 額 152,157

収 入 済 額 22,967

支 出 済 額 53,810

・総務債 1,071,904

・民生債 177,413

・衛生債 347,763

・農林水産業債 523,939

・商工債 39,240

・土木債 743,519

・教育債 450,998

・臨時財政対策債 773,900

・災害復旧債 3,228

・下水道債（農集） 558,451

・下水道債（浄化槽） 85,900

計 4,776,255

国民健康保険

特 別 会 計

老 人 保 健

特 別 会 計

農業集落排水

事業特別会計

介 護 保 険

特 別 会 計

浄 化 槽 事 業

特 別 会 計

平成17年度

上 半 期 の
平成17年度

上 半 期 の
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長柄町山根1848番地
大和久　里　美　 様

寄付金額　10万円

故大和久よしさんの冥福を祈って、

福祉活動に役立ててくださいと町に寄

付されました。

厚く御礼申し上げます。

去
る
10
月
14
日
に
青

葉
の
森
芸
術
文
化
ホ
ー

ル
で
行
わ
れ
た
『
２
０

０
５
安
全
で
安
心
な
ま

ち
づ
く
り
県
民
大
会
』

に
お
い
て
、
譖
千
葉
県

防
犯
協
会
及
び
千
葉
県

警
察
本
部
か
ら
防
犯
功

労
団
体
と
し
て
表
彰
を
さ
れ
ま
し
た
。

町
防
犯
組
合
は
平
成
５
年
の
結
成
以
来
、

地
域
の
防
犯
活
動
に
積
極
的
に
取
組
み
町
内

巡
回
パ
ト
ロ
ー
ル
・
町
内
行
事
の
際
に
防
犯

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
す
る
な
ど
防
犯
諸
活

動
を
展
開
し
、
地
域
住
民
の
自
主
防
犯
意
識

の
高
揚
と
各
種
犯
罪
の
防
止
に
貢
献
し
た
こ

と
が
認
め
ら
れ
今
回
の
表
彰
と
な
り
ま
し
た
。

町
防
犯
組
合
が
表
彰
さ
れ
る

経済産業省では，毎年12月31日現在で「工業統計調査」
を県，市区町村を通じて実施します。
これらは，製造業を営む事業所を対象に工業の実態を明
らかにすることを目的としています。
調査結果は，国や県，市区町村が行う産業振興政策など

の各種施策を決める基礎資料として広く利用されています。
調査をお願いする事業所には今年

も12月中旬から１月にかけて調査員
がお伺いしますので，ご協力をよろ
しくお願いいたします。
調査内容は経営組織，従業者数，

製造品出荷額，原材料使用額などと
なります。

問い合わせ先
長柄町役場　企画財政課　蕁35-2110
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ご 寄 付

グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム

親
善
大
使
に
委
嘱

去
る
、
10
月
18
日
役
場
に
お
い
て
、「
な
が

ら
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
事
業
の
親
善
大

使
に
宮
田
章
司
氏
（
和
風
漫
談
師
）
が
委
嘱
さ

れ
ま
し
た
。

宮
田
氏
は
、
三
沢
あ
け
み
や
マ
ヒ
ナ
ス
タ
ー

ズ
の
専
属
司
会
者
を
経
て
、
現
在
は
日
本
で
一

人
、
本
格
的
な
「
江
戸
売
り
声
」
の
和
風
漫
談

家
と
し
て
活
躍
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
は
、
宮
田
大
使
に
本
町
の
農
業
振
興
施

策
の
重
点
と
し
て
推
進
す
る
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー

リ
ズ
ム
事
業
の
広
告
塔
と
し
て
活
躍
を
お
願
い

す
る
も
の
で
す
。

本
町
の
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
協
議

会
（
神
崎
好
功
会
長
）
に
は
、
農
業
体
験
や

加
工
工
芸
体
験
な
ど
28
団
体
が
参
加
し
て
お

り
、
町
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
も

紹
介
し
て
お
り

ま
す
。



5 N A G

人間は、だれでも「幸福な生活を送る権利」を持っています。これが人権といわ
れるもので、人間が人間らしく生きるためになくてはならない権利です。
法務省と全国人権擁護委員連合会は、この大切な権利を守るために努力していま

すが、特に、毎年12月4日から10日までの1週間を「人権週間」として、人権尊重の
理念に関する国民相互の理解を深めるため、市町村や関係機関の協力を得て、全国
で講演会・座談会・映画会・特設人権相談所（又は法務総合相談所）の開設など、各種の行事を
行っています。
また、人権週間には、その時々の重要な人権問題を強調事項として取り上げ、解決に努めてき

ましたが、57回目に当たる今年の強調事項は次のとおりです。

・ 育てよう　一人一人の　人権意識
―　思いやりの心・かけがいのない命を大切に　―
・ 女性の地位を高めよう
・ 子どもの人権を守ろう
・ 高齢者を大切にする心を育てよう
・ 障害のある人の完全参加と平等を実現しよう
・ 部落差別をなくそう
・ アイヌの人々に対する理解を深めよう
・ 外国人の人権を尊重しよう
・ HIV感染者やハンセン病患者等に対する偏見をなくそう
・ 刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう
・ 犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
・ インターネットを悪用した人権侵害はやめよう
・ 性的指向を理由とする差別をなくそう
・ ホームレスに対する偏見をなくそう
・ 性同一性障害を理由とする差別をなくそう

◎ あなたの人権は守られていますか。
◎ 他人の人権を侵していませんか。
この機会に、人権についてもう一度考えてみてはいかがでしょう。

みなさんが、これは人権問題ではないだろうかと感じたり、困りごとや心配ごと、また、子供

のいじめ問題での悩みごとなどがありましたら、下記法務局等へ遠慮なくご相談ください。

相談は無料で、秘密は固く守られます。

名　　称（氏　名） 所　　在（住　所） 電話番号
42-3515
35-2788
35-3006
35-3034
35-2414

千葉地方法務局一宮支局 一宮町一宮2634-1
人権擁護委員　内藤泰雄 長柄町刑部2348
人権擁護委員　尾闍正男 長柄町榎本372
人権擁護委員　御園生國吉 長柄町味庄68-2
長柄町役場 保健福祉課 長柄町桜谷712
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第２回エコフェスタ 
チェンソーカービング 2005 

開催される 

第２回エコフェスタ 
チェンソーカービング 2005 

開催される 

第２回エコフェスタ 
チェンソーカービング 2005 

開催される 
去る、10月15日に長柄町都市農村交流センター ログハウス施設内にて長柄町の共催でエ
コフェスタチェンソーカービング2005が盛大に開催されました。
当日は、全国各地からカーバー（彫刻家）33名が集まり、スタートの合図により両手でチ
ェンソーを持ち、直径約35㎝・長さ120㎝の杉丸太の彫刻に挑みました。
タレントの清水國明さんも作品タイトル「おやっ子熊」を制作しオークション賞の３位

に輝きました。
３時間の競技時間内に「森の動物たち」をテーマに競技者のそれぞれのイメージにより、
サル・フクロウ・クマなどいろいろな動物がまるで生きているかのような躍動感あふれる
彫刻となりました。作品はオークションによりすべて落札され、技の妙と自然と森林に親
しむ大切さを訴える場となりました。

◎ お 知 ら せ
12月1日～12月16日の間、役場１階ギャラリーにてエコフェスタ・チェンソーカービング

2005の作品及び大会の模様を撮った写真を展示しております。
清水國明さんの作品も展示しますので、是非ご覧下さい。

選手もみるお客さんもみんなで
はらはら真剣でした邇

全国から集まったカーバーたち
みるみる森の動物たちになっていく。

表彰式の模様
１位副賞町特産おこめ30裴
２位副賞ながら味噌
３位副賞しいたけは選手に好評でした。

オークションで落札額が
トップの10万円だった
作品名「ゲット」

今年は選手でも活躍邇
でもゲームは
もっと真剣でした。
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従来の町民体育祭（地区対抗運動会）に替わり、種目別競技による長柄町体育大会が10月９日を

中心として開催されました。

種　　　目

ゴルフ 5月23日

軟式野球
テニス
ゲートボール 10月7日
インディアカ 10月2日
9人制バレーボール 10月9日
グラウンドゴルフ 10月12日
ソフトボール
ミニバスケットボール

10月9日

少年サッカー
12月23日開催予定

テニス教室 10月9日

地域ふれあい競技

優勝 男　子：１位 石垣 誠　２位 神崎 洋一
女　子：１位 蒔田 京子　２位 蒔田 節子
シニア：１位 石川 昭三　２位 伊藤 昭二

優勝：イーグルス
雨天中止
優勝：水上チーム
優勝：刑部チーム
優勝：長柄クラブ
優勝：男　鈴木久信　　女　三橋　静
雨天中止
優勝：ジャングルベアーズ
（長柄スポーツ少年団）

会場：日吉小・水上小
近隣市町村より16チーム参加します。

町民体育館にて約40名の小学生が参加して、町テ
ニスクラブの皆様の指導のもとプレーしました。

小中学校の秋季大運動会にて、オープン参加競技を取り
入れていただき、子どもたちと楽しくふれあいました。

例年開催されている長柄農林商工まつりが今回は長生農林業祭と同
時開催となりアウトレットコンサート長柄第１駐車場を会場に盛大に
開催されました。
当日は、長生郡市内の農林産物販売をはじめ、商工コーナー・観光
コーナー・無償配布・試食会・商工会サービスチップによる抽選会な
どを催し、農・商・工業・観光業を営む皆さんと消費者の皆さんの交

流の場となりました。
また、ステージイベントとして長柄中学校吹奏楽部の演奏、キ
ャラクターショー、刑部囃子の演奏、よさこい踊り、民謡ショー
が繰り広げられ、まつりがいっそう華やかになりました。好天に
も恵まれ、都市部と農村が交流できる環境の下、時間の経つのも
忘れるほど大盛況のうちに終了いたしました。
なお、今回のまつりに際し、多数の団体のご協力いただき厚く
お礼申し上げます。

2005 

in ながら
 

in ながら
 

グリーンパラダイス 
　　　　　　　　開催される 
 

グリーンパラダイス 
　　　　開催される 
 

ながらカップ　ミニバスケットボール：
茂原市、長南町のチームを招待し
日吉小体育館にて開催されました

地域ふれあい競技：水上小学校運動会

10月31日現在
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〈汚水処理人口普及率100％を目指します。〉

●『恵まれた自然環境を保全し、環境と共生する町』を目指して、“長柄町設置型浄化槽整備及び管

理事業”により、平成16年度から10年間で整備します。

●長柄町の生活排水処理は、長柄町設置型浄化槽整備及び管理事業と農業集落排水事業により進めます。

〈町が合併処理浄化槽を設置し維持管理をします。〉

●平成16年度より環境省補助事業の浄化槽市町村整備推進事業により、町が主体となり、浄化槽の設

置と維持管理を行います。

●浄化槽市町村整備推進事業は平成15年度から「浄化槽による汚水処理が経済的に効率的な地域とし

て環境大臣が認める地域」が補助要件として追加となり、長柄町全域が補助対象となりました。

〈高度処理型浄化槽を設置します。〉

●恵まれた自然環境を保全するため、高度処理型（窒素除去型）浄化槽を設置します。（BOD10mg／

褄・T－N10mg／褄）

〈既に合併処理浄化槽をご利用の方は、町への寄付を〉

●個人で設置した合併浄化槽を町へ寄付申請することにより、使用料金を納めるだけで維持管理は町

が行います。

（法定検査・保守点検・汚泥汲取り）

個人の費用負担

◆浄化槽設置時

・分担金：工事の発注前までに町へ納付

・その他の工事費：流入、流出管工事、特殊工事（車載対応、擁壁工事等）

◆維持管理時

・使用料金：２ヶ月に一度、奇数月に徴収します。

例）一般住宅４人家族の１ヶ月分の使用料金

基本料金 ★1,050円

付加料金（525円＊４人） ★2,100円

１ヶ月の使用料金 ★3,150円（消費税込み）

【人槽基準】
130裃 未満→ ５人槽
130裃 以上→ ７人槽
２世帯 家屋→ 10人槽
（台所及び浴槽が２箇所以上）

長柄町設置型浄化槽整備及び管理事業の概要 

問い合わせ先　長柄町役場　生活環境課環境整備係　蕁35-2437

区　分 金　　額
100,000円
120,000円
150,000円

５人槽
７人槽
10人槽

区　　　分 付加料金（月額）基本料金（月額）
一般住宅（専用） 世帯員１人当たり525円１戸当たり1,050円
共同・併用住宅 汚水量１裙当たり157円１戸当たり2,100円
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（平成18年度：浄化槽設置を予定の方・新築を計画の方：ご連絡下さい。）

平成16年度より長柄町設置型浄化槽整備事業を実施し、平成17年度は９月末で申し込みを終了し、

今年度は100基の施工となりました。

平成18年度事業につきまして、平成18年４月より受付を開始いたしますが、円滑な事業の推進を

図る為、事前に基数の把握をしたいと考えておりますので、希望される方は生活環境課環境整備係

までご連絡下さい。

尚、この事業に対し交付される転換補助金・排水処理装置補助金については、予算の範囲以内と

なります。

※　転換補助金：単独浄化槽の撤去費用に対し補助

※　排水処理装置補助金：蒸発拡散装置、排水溝への放流ポンプ装置設置に対し補助

【把握内容】
１．住所

２．氏名

３．電話番号（昼間連絡の取れる番号）

４．浄化槽の人槽（５・７・10人槽）

５．浄化槽の使用人数

６．今現在の排水処理方式（汲取り式・単独浄化槽）

【把握期間】
平成17年11月21日豺～平成17年12月９日貊

※土日祭日を除く　午前８時30分～午後５時まで

※この調査は来年度の浄化槽設置基数

の事前把握となります。

正式な受付は平成18年４月からとな

ります。

詳細につきましては、おって町広報

紙にて報告致します。ご協力お願い致

します。

【把握場所】
長柄町役場　生活環境課　環境整備係

※御来庁または電話連絡にてお願い

致します。

問い合わせ先　長柄町役場　生活環境課環境整備係　蕁35-2437

浄化槽整備事業の事前把握についてお知らせ



10A R A

農業用廃プラスチック回収のお知らせ 農業用廃プラスチック回収のお知らせ 農業用廃プラスチック回収のお知らせ 農家の皆さんへ 農家の皆さんへ 農家の皆さんへ 

使用済使用済みのビニールを、 
ゴミにしてしてはいけいけません� 
使用済使用済みのビニールを、 
ゴミにしてしてはいけいけません� 
使用済みのビニールを、 
ゴミにしてはいけません� 

リサイクルし、し、床材等床材等の 
原料に再生原料に再生しましょう。 
リサイクルし、し、床材等床材等の 
原料に再生原料に再生しましょう。 
リサイクルし、床材等の 
原料に再生しましょう。 

対象品目 結　束

●塩化ビニールフィルム

●ポリエチレンフィルム
●農酢ビ
●農PO（軟質系）
［スーパーソーラー］

●肥料袋
●培土袋

つづら折り

蛯

同上又は杭を利用した
グルグル巻き

ハウスから取り外し
た被覆資材と同種類
のものを紐にする。

同上又はマイカー線

１梱包概ね10kg程度
で二つ折り・二カ所
縛りで荷崩れしない
ようにする。

規格（重さ15kg程度まで）

長柄町農業用廃プラスチック対策協議会
（役場産業課内）蕁35-4447

●回収日時 12月10日貍
午前９時～11時

●集積場所 JA長生　日吉支所
●処理料金 １kg当り10円（現金）

①塩ビ・ポリ等それぞれ区分して梱包してください。

②フッソ系、硬質フィルム、育苗箱、糸入塩化ビニール、

塩ビ管等については受付けできません。

③針金・ホッチキス針等の金属類、木片、ハウスバン

ド、破れ補修テープ、ハトメ等は完全除去を心がけ

てください。（付着した土砂は、ふるい落としてく

ださい。）

④極力水分は付着させないでください。

⑤張り替え後のビニールについては、日焼け、劣化防止

対策をしてください。

搬入上の注意点

搬入対象品目規格

50㎝

50㎝

80㎝

80㎝

◎新しいごみ袋の形・種類・金額
※平成17年12月20日から販売（予定）
新しいごみ袋は、現在と同じ青色のごみ袋です。
平成17年12月20日から販売（予定）の新しい袋は３種類と
なります。
また、現在のごみ袋は平成18年１月１日以降も使用できま
すが、新しいごみ袋と現在のごみ袋を比較しますと、30リッ
トル用で１枚当たり12円安価となりますので、現在の燃える
ごみ専用袋の購入については計画的に行ってください。
◎燃えるごみの休日収集（日曜日及び年末年始の一部を除く）を実施いたします。
今年度の休日収集は、２月11日貍建国記念の日及び３月21日貂春分の日が対象となります。

長
柄
町
で
は
平
成
17
年
11
月
１
日
現
在
で
、

犬
の
登
録
は
１，

１
７
７
頭
お
り
ま
す
が
、

平
成
17
年
度
狂
犬
病
予
防
注
射
を
済
ま
さ
れ

た
犬
は
、
わ
ず
か
７
８
０
頭
で
す
。

登
録
を
し
た
ま
ま
、
既
に
犬
が
死
亡
し
て

い
た
り
、
行
方
不
明
等
に
よ
り
犬
が
い
な
い

場
合
は
、
登
録
抹
消
の
手
続
き
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
役
場
の
生
活
環
境
課
ま
で
お

越
し
下
さ
い
。

な
お
、
狂
犬
病
の
予
防
注
射
を
済
ま
せ
て

い
な
い
方
は
、
早
急
に
注
射
を
実
施
し
必
要

な
手
続
き
を
済
ま
せ
て
下
さ
い
。

道路改良工事のため、右
図の区間（長柄町上野地先）
について、11月10日から１月
31日まで車両通行止めとなり
ますので、ご協力お願い致
します。
※通行止め期間は上記のと
おりですが、工事が完了次
第、開放致します。

【平成18年１月から茂原市を含む可燃ごみ収集の一元化実施に伴い、
燃えるごみ専用袋の価格などが変わります。】

問い合わせ先　役場生活環境課　蕁35-2439

問い合わせ先
発注者　長柄町役場　道路河川係　蕁35-2114
施工者　株式会社　　金城組　　　蕁23-7311

通行止区間 

至
　
中
野
台 

至
　
山
之
郷 

県
道
日
吉
誉
田
停
車
場
線 

ふ
る
里
村 

至　市原 

至　茂原 

平川商店 

レストラン 
キャンティ 

〜
犬
の
登
録
抹
消
の
手
続
き
　

に
つ
い
て
の
お
願
い
〜

20リットル用

30リットル用

40リットル用

350円（35円／枚）

500円（50円／枚）

650円（65円／枚）

袋の大きさ

問い合わせ先 長生郡市広域市町村圏組合　環境衛生課　蕁23－4944
長柄町役場　　　　　　　　生活環境課　蕁35－2439

販売価格（１袋10枚入り）
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長柄町立保育所では、12月１日から12月15日まで役場保健福祉課窓口又は長柄・三島野各保育所で18年度
の入所申込書の配布及び受付をいたします。

問い合わせ先　長柄保育所　蕁35-3102

平成18年度「保育所の入所申し込み受付について」 平成18年度「保育所の入所申し込み受付について」 

入所の基準
保育所への入所は、児童の保護者が居

住内外で日中子供と離れて労働する状態
としていること。また、同居の親族が就
労・病気等で児童の保育にかけると認め
られる場合です。

申し込みに必要なもの
１．保育入所申込書
役場保健福祉課窓口及び各保育所に用意してあります。

２．父母及び同居親族の労働等を証明する書類
雇用・内職証明書は、添付されています。その他の書類は各
保育所に申し出てください。

３．所得税額を証明する書類
勤務先から源泉徴収票が発行される方（父母共受け取り次第
必ず提出してください。）確定申告をする方（申告後直ちに
控えのコピーを長柄保育所に提出してください。）申込書に
添付してある説明書をよくお読みになり、期日までに申し込
んでください。

年度途中の申し込みについて
年度途中で止むを得ず保育所への入所を希望する方は、毎月
1日から15日まで長柄保育所で受付ております。申し込み
に必要な事項は前述と同じです。

◎子ども会活動
10月16日豸第14回房総子どもかるた長生茂原地区大会

（参加32チーム）が長南町農村環境改善センターにて開催

され、榎本小榎本子ども会チームが見事３位入賞しました。

◎体育指導委員活動
10月23日豸長生地区スポーツ・レクリェーション祭（イ

ンディアカ・グラウンドゴルフ）

長生村尼ヶ台総合公園運動広場

グラウンドゴルフ団体の部　準優勝　　長柄町女性チーム

◎青少年相談員活動
10月30日豸、日吉小学校グラウンドで「青少年のつどい

大会」（レクリエーション･ミニ運動会）が開催されました。

天気は曇りで、グラウンドの状態や限られた時間等に心配

がありましたが、赤・青・緑・黄チームの70名（小学４年

～６年生）の元気な声援が会場内を響き渡り、児童たちは

交流と親睦を深めました。

昼食は、水上スポーツ少年団のお母さんたちが作ってく

れた豚汁をご馳走になりました。協力してくださった関係

者及び主催の青少年相談員さん大変お疲れ様でした。

（川闢映美5年・地引隆之６年・高橋翔平５年）

青少年のつどい大会

（蒔田千代・三橋静・蒔田節子・
柴崎とし子・竹田久子・大和久そよ）



自衛隊では、中学校卒業者を対象とした自衛隊生徒（陸、海、空）
を募集しています。
１　応募資格
平成18年４月１日現在、15歳以上17歳未満の男子で中学校卒業し

た者または卒業見込みの者（平成元年４月２日～平成３年４月１日
までの間に生まれた者）
２　受付期間
平成17年11月１日貂から平成18年１月10日貂まで（締め切り日必着）

３　試験日
平成18年１月14日貍（試験場は受験票交付時にお知らせします。）
４　身分
特別職国家公務員

５　待遇
給与（月額152,300）・ボーナス（年間4.4ヶ月分）が支給されま

す。一般の高校と同様の教育を受けることができ高校卒業資格が得
られます。
教育期間を終了すると、各種部隊で専門的な知識や技術を生かし

部隊の中核として活躍します。
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ら　　　　せら　　　　せ

自　衛　隊　生　徒　を　募　集

問い合わせ先　自衛隊茂原募集事務所　蕁25-0452

平成17年秋季全国火災予防運動が11月９日貉から

11月15日貂まで全国一斉に実施されました。引き続

き皆様のご家庭でも火の取り扱いに十分注意して下

さい。

１．家のまわりに燃えやすいものを置かない。

２．寝たばこやたばこの投げ捨てをしない。

３．てんぷらを揚げるときは、その場を離れない。

４．風の強いときは、たき火をしない。

５．子供には、マッチやライターで遊ばせない。

６．電気器具は正しく使い、たこ足配線はしない。

７．ストーブには、燃えやすいものを近づけない。

検診日：12月12日豺～12月16日貊の５日間　　　　
場　所：町保健センター
受付時間：指定された時間においで下さい。（指

定された時間より早くおいでになって
も指定された受付時間にならなければ
受けられませんので、御了承下さい。）
指定された時間が都合の悪い方は、先
着５名まで変更できますので、お早め
に御連絡ください。

対象者：平成17年４月１日現在で満30歳以上の方
1．乳がん検診の日程は上記のとおりです。
2．問診票は鉛筆で記入して必ずお持ち下さい。
3．平成17年４月１日現在で30歳～69歳の方は500

円の検査料がかかります。
4．30～49歳の方は超音波検診、50歳以上の方は
マンモグラフィー検診となります。

日　程：12月７日貉午後１時15分～１時30分受付
対象者：平成17年７月11日生まれ～９月６日生まれ
・事前に対象の方には郵便でお知らせしていま
す。予防接種において欠席の連絡のない方にはそ
の後の通知をしない場合があります。

問い合わせ先　町保健センター　蕁35-2486

〔乳がん検診を受けましょう。〕

BCG予防接種

お詫び

広報277号３貢に掲載された

『祝長寿』に誤りがありました。

下記のとおり訂正しご迷惑をか

けましたことをお詫び申し上げ

ます。

氏　名

蒔田　よ祢

横尾　もよ

年　齢

102

99
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お　　　　知　お　　　　知　

一宮人権擁護委員協議会と千葉地
方法務局一宮支局では、人権週間に
ちなみ、次のとおり特設人権相談所
を開設しますので、お気軽においで
ください。

◆日　時 平成17年12月12日豺
午前10時～午後３時

◆場　所 長柄町福祉センター
◆相談内容 いじめ、親子・夫婦・扶

養・相続などの家庭問
題、借地・借家・名誉・
信用・差別・いやがらせ
など、人権上の問題や悩
みごとなど

相談員 人権擁護委員・法務局職員

千葉労働局職業対策課
高年齢者等の雇用の安定等に関す

る法律が改正され、65歳までの安定
した雇用を確保するため、65歳未満
の定年を定めている事業主は平成18

年４月１日から62歳（最終的には65歳）
までの定年の引き上げ・継続雇用制
度の導入等の措置を講じることが義
務化されますので御留意ください。
なお、年齢については、下表によ

り段階的に引き上げていくこととさ
れています。御不明の点等について
は、千葉労働局職業対策課高齢対策
係（蕁043-202-5132）又は茂原公共職
業安定所（蕁25-8609）までお問合せ
ください。
平成18年4月１日～平成19年３月31日

62歳
平成19年4月１日～平成22年３月31日

63歳
平成22年4月１日～平成25年３月31日

64歳
平成25年4月１日以降　　　　　 65歳

労働者を1人でも雇っている事業主
は、労災保険の加入手続を行わなけ
ればなりません。
平成17年11月１日から、労災保険

に未加入の事業主に対する費用徴収
制度が強化されます。これにより、
事業主が労災保険の加入手続を怠っ
ていた期間中に労災事故が発生した
場合、遡って保険料を徴収する他に、
労災保険から給付を受けた金額の
100％または40％を事業主から徴収す
ることになります。
未加入の事業主は早急に加入手続

をしてください。
詳しくは千葉労働局労災補償課

（蕁043-221-4313）または茂原労働基
準監督署（蕁25-8609）にお尋ねくだ
さい。

当制度は県内小規模企業者等を対
象に、新たな設備・機械の導入を支
援しています。貸与の方法には割賦
販売とリースがあります。
〈新利率〉
割賦利率　　年1.9％
リース料率　３年2.958％～７年1.362％
※県信用保証協会の保証は必要あり
ません。
問い合わせ先：譛千葉県産業振興セ

ンター　設備支援室
蕁043-299-2902
URL http://www.ccjc-net.or.jp

譖日本損害保険協会では、交通事
故にあったときなどの自賠責保険や
自動車保険の内容、保険金請求手続
きなどの相談に、専門の相談員や弁
護士が無料でお答えします。
〈相談電話番号〉
千葉自動車保険請求相談センター
蕁 043-284-7955
相談日 月曜日～金曜日（祝日を除く）

午前９時～正午、午後１時～
５時

弁護士相談日 毎週水曜日　午後１
時～４時（予約制で面
談のみ）

日　時 1 2月 1 8日豸午後１時開演
（12時30分会場）

会　場 茂原市東部台文化会館
入場料 無料
内　容 中学生人権作文コンテスト

「ヒューマンライツフェスタ
inもばら2005大会」表彰式な
らびに発表会
記念講演「子どもと真正面
から向き合うために」
講師　池上　彰 氏（元NHK
ニュースキャスター）

問い合わせ・申込み先
茂原市役所生活課蕁20-1505

日　時 12月9日貊　午後1時から4時
相談方法 臨時電話（蕁043-222-9020）

による相談。
ただし、前日までに千葉県弁護士会
（蕁043-227-8431）に電話で予約され
た方については弁護士会にて面談に
応じます（面談の場合、相談は無料）。
相談内容 障害者・高齢者に関する

人権問題、法律問題（財産、
金銭、家族問題等）全般に
ついて弁護士が対応。

問い合わせ先　弁護士法人房総法律
小林幸也

蕁043-225-1461

「特設人権相談所」
の開設

労災保険に未加入の事業主
に対する費用徴収制度が強
化されます

施行迫る改正
「高齢法」

交通事故無料相談

設備貸与制度の利率を大幅
に引き下げました

ヒューマンライツフェスタ
inもばら　2005

「障害者・高齢者の人権・
法律110番」電話相談
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ま
と
ま
れ
ば

一
つ
の
形
が
見
え
て
き
ま
す
。

「
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
か
な
？
」

「
見
慣
れ
な
い
車
が
止
ま
っ
て

い
る
な
。」
と
思
っ
た
ら
、
勇

気
を
出
し
て
通
報
し
て
く
だ
さ

い
。
警
察
で
は
あ
な
た
か
ら
の

情
報
を
待
っ
て
い
ま
す
。

○
現
場
に
は
犯
人
に
結
び
つ
く
目

に
見
え
な
い
証
拠
が
た
く
さ
ん

残
さ
れ
て
い
ま
す
。
万
が
一
被

害
に
遭
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
警

察
官
が
到
着
す
る
ま
で
『
そ
の

ま
ま
』
保
存
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
空
き
巣
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に
〉

○
留
守
に
す
る
と
き
は
必
ず
施
錠

し
、
隣
・
近
所
に
「
ひ
と
声
」

か
け
て
お
互
い
に
目
を
光
ら
せ

ま
し
ょ
う
。

○
犯
罪
に
強
い
鍵
と
の
交
換
や
内

鍵
（
サ
ム
タ
ー
ン
）
へ
の
囲
い
、

窓
ガ
ラ
ス
用
防
犯
フ
ィ
ル
ム
や

侵
入
警
報
装
置
な
ど
を
設
置
し

ま
し
ょ
う
。
窓
ガ
ラ
ス
へ
の
補

助
錠
の
設
置
も
有
効
で
す
。

併
せ
て
11
月
は
、
全
国
警
察
の

総
力
を
挙
げ
て
指
名
手
配
被
疑
者

の
追
跡
捜
査
を
行
い
、
早
期
検
挙

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
指
名
手

配
被
疑
者
を
検
挙
す
る
た
め
に

は
、
地
域
の
皆
様
の
ご
協
力
が
必

要
で
す
。
よ
く
似
た
人
を
見
か
け

た
り
、
立
ち
回
り
先
を
知
っ
て
い

る
な
ど
、
ど
ん
な
些
細
な
こ
と
で

も
結
構
で
す
の
で
、
警
察
に
通
報

を
お
願
い
し
ま
す
。

〈
狩
猟
解
禁
期
間
〉

平
成
17
年
11
月
15
日
貂
か
ら

平
成
18
年
２
月
15
日
貉
ま
で
の
間

昨
年
度
は
、
猟
銃
の
爆
発
に
よ

る
狩
猟
事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。

狩
猟
を
さ
れ
る
方
は
、
次
の
点

を
守
り
、
事
件
・
事
故
を
防
止
し

ま
し
ょ
う
。

〈
盗
難
等
の
事
故
防
止
〉

○
銃
や
実
包
は
、
絶
対
に
車
両
内

に
放
置
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し

ょ
う
。

○
保
管
設
備
の
な
い
場
所
で
の
宿

泊
や
休
息
時
は
、
自
ら
監
視
で

き
る
場
所
で
管
理
し
ま
し
ょ

う
。

○
猟
銃
等
は
常
に
監
視
し
、
亡
失

な
ど
の
な
い
よ
う
、
自
ら
保
管

し
ま
し
ょ
う
。

○
狩
猟
に
持
参
す
る
銃
や
実
包
は
、

最
小
限
に
と
ど
め
ま
し
ょ
う
。

〈
狩
猟
事
故
の
防
止
〉

○
発
射
時
は
前
方
を
確
認
し
ま
し

ょ
う
。

○
運
搬
時
や
移
動
時
は
、
脱
包
を

怠
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
十
分
に
注
意

し
、
ゆ
と
り
あ
る
狩
猟
を
心
掛
け

ま
し
ょ
う
！

＊
連
合
会
で
は
、
自
動
車
盗
難
や

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
盗
難(

部

品
等)

が
多
発
し
て
い
る
こ
と

か
ら
「
Ｊ
Ｃ
Ｃ
ロ
ッ
ク
」
を
紹

介
斡
旋
致
し
て
お
り
ま
す
。

「
Ｊ
Ｃ
Ｃ
ロ
ッ
ク
」
と
は
ナ
ン

バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
ね
じ
穴
に
金

属
の
埋
め
込
み
材
を
打
ち
込

み
、
簡
単
に
外
さ
せ
な
い
よ
う

に
す
る
防
犯
器
具
で
す
。(

１

組
３
５
０
円
で
す
。)

ま
た
防

犯
ブ
ザ
ー
に
つ
い
て
も
１
個
８

４
０
円
に
て
斡
旋
し
て
お
り
ま

す
。
犯
罪
の
被
害
に
遭
わ
な
い

た
め
に
は
自
己
防
衛
を
心
掛
け

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

茂
原
警
察
署
管
内
防
犯
組
合
連
合
会

蕁
２
５
ー
０
６
６
０

な
が
ら
俳
句

十
月
の
句
会
よ
り

平
川
あ
ざ
み

椎
茸
は
郷
愁
の
味
母
の
味

義
理
一
つ
果
た
し
て
軽
し
赤
い
羽
根

秋
刀
魚
焼
く
為
に
出
し
た
る
古
こ
ん
ろ

落
葉
焚
き
わ
が
八
十
八
の
身
を
照
ら
す

清
田
　
如
水

赤
い
羽
根
お
願
い
申
す
十
字
路
に

音
澄
む
や
滴
ら
し
食
う
夜
の
梨

ス
ー
パ
ー
の
椎
茸
痩
せ
て
紙
の
皿

切
に
空
青
き
日
な
り
し
鳥
渡
る

角
田
　
揚
子

赤
い
羽
根
白
い
襟
元
女
学
生

椎
茸
や
林
の
中
に
刻
す
ご
す

板
前
の
手
さ
ば
き
軽
き
秋
の
膳

舌
つ
づ
み
共
に
交
わ
る
良
夜
か
な

國
島
　
　
宏

椎
茸
の
石
突
き
取
る
手
に
老
い
を
知
る

赤
い
羽
根
声
は
り
あ
げ
る
娘
の
清
く

金
木
犀
花
が
散
る
散
る
風
も
な
く

秋
日
和
愛
猫

あ
い
び
ょ
う

と
共
に
あ
く
び
か
な

渡
辺
　
ま
さ

赤
い
羽
根
つ
け
て
み
ん
な
で
助
け
合
い

椎
茸
の
香
り
が
包
む
厨
か
な

も
つ
れ
解
き
解
き
て
は
も
つ
れ
秋
の
蝶

萩
の
花
揺
れ
て
折
々
向
き
変
り

大
野
史
恵

肉
厚
の
椎
茸
並
ぶ
直
売
所

共
金
の
社
会
福
祉
の
赤
い
羽
根

紅
葉
の
夕
日
に
映
ゆ
る
裾
模
様

大
枝
の
柿
も
た
わ
わ
な
背
戸
の
山

山
闢
清
風

椎
茸
を
ゆ
る
り
と
煮
つ
め
夕
厨

赤
い
羽
根
つ
け
し
孫
と
手
つ
な
ぎ
お
り

荒
れ
し
手
に
ま
だ
あ
る
若
さ
豊
の
秋

秋
う
ら
ら
母
似
の
姉
に
逢
い
に
行
く

渡
辺
み
の
る

椎
茸
の
母
な
る
幹
は
朽
ち
か
け
し

赤
い
羽
根
駅
に
か
け
込
む
人
の
胸

嫌
わ
れ
て
貧
乏
か
ず
ら
垣
の
外

初
乗
車
良
き
友
あ
り
て
葡
萄
狩
り

窃
盗
犯
捜
査
に
ご
協
力
を
邇

狩
猟
に
伴
う
事
件
・
事
故
を

防
止
し
ま
し
ょ
う
！
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総務課 35－2111
企画財政課 35－2110
税務課 35－2112
住民課 35－2113
建設課 35－2114
生活環境課 35－2439
産業課・農業委員会 35－4447
保健福祉課　 35－2414
教育委員会（学校教育課） 35－2437
議会事務局 35－2438

保健センター 35－2486
福祉センター 30－7200
シルバー人材センター
給食センター 35－2003
都市農村交流センター 35－0055
公民館・生涯学習課 35－3242
長生広域消防本部 24－0119
味庄分遣所 35－2441
長生広域水道部 23－9491
環境衛生センター（ゴミ処理場）23－4944

長
柄
町

公
共
施
設
電

話
案
内

役
場
本
庁
舎

㈹
三
五
ー
二
一
一
一

および

｝

生涯学習課は4月1日から、公民館に移転しました

今月の納税の 

お知らせ 

蘆国民健康保険税第４期分　蘆介護保険料 第４期分
納付期限は、11月30日（水）です。納め忘れのないようご注意ください。

※口座振替申し込みの方は、納付期限前日までに口座の残高確認をお願いいたします。

町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保
険税及び介護保険料の納付は、口座振替が便利です。
この制度を利用すると、左記の金融機関または郵

便局の預貯金口座から振替によって納税することが
できますので、手数が少なくて済み、大変便利です。
新たに口座振替を希望される場合は、預貯金先金

融機関または役場税務課に「口座振替依頼書」を提
出してください。
「口座振替依頼書」は、役場税務課、長生農協の

町内各支所、町内の郵便局に備え付けてあります。
納税義務者ごとに申し込みが必要になりますので

ご注意下さい。

利用できる金融機関 

・長生農協 
・千葉銀行 
・千葉興業銀行 
・京葉銀行 
・みずほ銀行 
・りそな銀行 
・東京スター銀行 
・房総信用組合 
・市原市農協 
・郵便局 

納 税 納 税 には 

を 

安心便利な 

口 座 
振 替 

納 税 

個人事業者のみなさん、売上1,000万円を超えていませんか？

新たに消費税の課税事業者となる方

◇速やかに「課税事業者届出書」を提出してください。

◇日々の記帳や書類の保存が必要です。

※簡易課税制度を選択する場合には、あらかじめ「簡易課税制度選択

届出書」の提出が必要です。

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp

前々年の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の

課税事業者になります。

国民健康保険税の納付書についてのお知らせ
平成17年度4期分の納税はお済でしょうか。3期・4期・5期の納付書につきましては、2期送付時に一

括の綴りでお出ししてありますので、今一度お確かめいただき納め忘れのない様お願い致します。



予
約
日

12
／
９
貊

相
談
日

12
／
16
貊

※
予
約
日
の
当
日
、
午
前
９
時
か
ら
電
話

で
予
約
の
受
付
を
い
た
し
ま
す
。

場
　
所

茂
原
市
茂
原
１
１
０
２
ー
２

東
上
総
県
民
セ
ン
タ
ー

問
合
せ
先

県
政
情
報
課

蕁
（
2
5
）
7
8
3
0

相
談
日

12
／
８
貅

受
付
時
間

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

場
　
所

勝
浦
市
役
所

問
合
せ
先

千
葉
中
央
児
童
相
談
所

蕁
0
4
3（
2
5
3
）4
1
0
1

４
月
か
ら
児
童
福
祉
法
が
改
正
さ
れ
相
談
先
が
広
が

り
ま
し
た
。
児
童
相
談
所
や
福
祉
事
務
所
に
加
え
、
身

近
な
市
町
村
の
窓
口
が
子
ど
も
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
相

談
や
虐
待
の
疑
い
な
ど
の
連
絡
も
お
受
け
い
た
し
ま
す
。

相
談
窓
口

保
健
福
祉
課

蕁
（
3
5
）
2
4
1
4

相
談
日

12
／
21
貉

受
付
時
間

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
２
時
　

場
　
所

町
保
健
セ
ン
タ
ー

蕁
（
3
5
）
2
4
1
4

相
談
日

12
／
14
貉

受
付
時
間

午
前
10
時
〜
午
後
４
時
　

場
　
所

北
総
県
民
セ
ン
タ
ー

海
匝
事
務
所

蕁
0
4
7
9
（
6
2
）
0
2
6
1

（
妊
婦
さ
ん
の
仲
間
作
り
と
妊
娠
出
産
に
つ

い
て
の
勉
強
会
で
す
。）

開
催
日

3
回
目
　
12
／
20
貂

受
付
時
間

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
１
時
40
分

◎
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
開
催
日
の
１
週
間

前
ま
で
に
電
話
で
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

場
　
所

町
保
健
セ
ン
タ
ー

蕁
（
3
5
）
2
4
8
6

移
動
暴
力
相
談

乳
児
相
談

子
ど
も
の
虐
待
な
ど
の
相
談

子
供
相
談

●
し
つ
け
●
障
害
●
養
護
●
非
行

●
教
育
等
の
子
供
に
関
す
る
相
談

弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談

相
談
日

第
３
金
曜
日
（
予
約
制
）

受
付
時
間

午
後
１
時
〜
午
後
４
時

場
　
所

地
域
保
健
福
祉
課

蕁
（
2
2
）
5
1
6
7

相
談
日

第
１
・
３
火
曜
日
（
予
約
制
）

受
付
時
間

午
後
１
時

場
　
所

健
康
生
活
支
援
課

蕁
（
2
2
）
5
1
6
7

相
談
日

第
１
〜
４
火
曜
日

受
付
時
間

午
前
９
時
〜
午
前
11
時

場
　
所

広
域
検
査
課

蕁
（
2
2
）
5
1
6
7

相
談
日

指
定
し
た
水
曜
日
（
予
約
制
）

受
付
時
間

午
前
９
時
〜
午
前
11
時

場
　
所

広
域
検
査
課

蕁
（
2
2
）
5
1
6
7

相
談
日

12
／
８
貅

受
付
時
間

午
前
９
時
〜
午
前
11
時

場
　
所

町
保
健
セ
ン
タ
ー

蕁
（
3
5
）
2
4
8
6

相
談
日

第
２
木
曜
日
（
予
約
制
）

受
付
時
間

午
後
１
時
〜
午
後
３
時
　

場
　
所

地
域
保
健
福
祉
課

蕁
（
2
2
）
5
9
1
4

相
談
日

毎
週
火
曜
日
　

受
付
時
間

予
約
制
（
配
偶
者
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か

ら
受
け
る
暴
力
に
関
す
る
相
談
で
す
。

場
　
所

地
域
保
健
福
祉
課

専
用
電
話

蕁
（
2
2
）
5
5
6
5

相
談
日

第
１
・
３
火
曜
日
　

受
付
時
間

午
後
１
時
〜
午
後
２
時
　

場
　
所

健
康
生
活
支
援
課

蕁
（
2
2
）
5
1
6
7

エ
イ
ズ
検
査
・
相
談

Ｄ
Ｖ
相
談

不
妊
相
談

栄
養
・
健
康
相
談

水
質
検
査

腸
内
細
菌
検
査
（
検
便
）

骨
髄
バ
ン
ク
登
録
受
付

こ
ど
も
の
発
達
相
談

相
談
日

12
／
１
貅
　
12
／
20
貂

受
付
時
間

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

場
　
所

町
福
祉
セ
ン
タ
ー

蕁
（
3
5
）
0
2
6
0

相
談
日

12
／
12
豺

12
／
20
貂

受
付
時
間

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

場
　
所

町
福
祉
セ
ン
タ
ー

蕁
（
3
5
）
0
2
6
0

相
談
日

12
／
12
豺

受
付
時
間

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

場
　
所

町
福
祉
セ
ン
タ
ー

蕁
（
3
5
）
0
2
6
0

※
心
配
ご
と
相
談
・
人
権
相
談
・
行
政
相
談
に
つ
い
て
は
、
相

談
日
に
限
り
電
話
で
の
ご
相
談
も
受
付
し
て
い
ま
す
。

相
談
日

第
２
・
４
水
曜
日
（
予
約
制
）

受
付
時
間

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
３
時

場
　
所

地
域
保
健
福
祉
課

蕁
（
2
2
）
5
9
1
4

相
談
日

第
１
木
曜
日

受
付
時
間

午
後
１
時
〜
午
後
２
時

場
　
所

地
域
保
健
福
祉
課

蕁
（
2
2
）
5
1
6
7

相
談
日

第
２
金
曜
日

受
付
時
間

午
後
１
時
〜
午
後
２
時

場
　
所

地
域
保
健
福
祉
課

蕁
（
2
2
）
5
1
6
7

相
談
日

第
１
・
３
月
曜
日
（
予
約
制
）

受
付
時
間

午
後
２
時
〜
午
後
３
時
30
分

相
談
日

第
２
火
曜
日
（
予
約
制
）

受
付
時
間

午
後
３
時
30
分

〜
午
後
４
時
30
分

場
　
所

地
域
保
健
福
祉
課

蕁
（
2
2
）
5
1
6
7

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

療
育
相
談

未
熟
児
健
康
相
談

女
性
の
健
康
相
談

行
政
相
談

人
権
相
談

●
い
じ
め
　
●
扶
養
相
続
等
の
家
庭
問
題

●
い
や
が
ら
せ
等
の
悩
み
ご
と

心
配
ご
と
相
談
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町福祉センター　蕁（30）7200（直） ／　町保健センター　蕁（35）2486（直）

相
談
方
法
・
お
電
話
や
来
所
、

お
手
紙
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で

も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
家
を
空
け

ら
れ
な
い
方
は
、
職
員
が
訪
問

し
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

●
専
属
の
職
員
に
よ
る
相
談
日
時

月
〜
金
曜
日（
祝
・
日
を
除
く
）

８
時
30
分
〜
17
時
30
分

●
場
所

長
柄
町
立
鳥
5
9
7
ー
2

（
長
柄
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
に
併
設
）

蕁
（
3
5
）
5
5
8
8

長
柄
町
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

看
護
師
　
富

樫

公

子

相
談
員
　
岡

島

秀

樹

お
年
寄
り
の

介
護
に
関
す
る
相
談

育
児
・
介
護
な
ど
の
情
報
を
無

料
で
提
供
し
ま
す
。

育
児
情
報
…
保
育
所
、
家
庭
保
育
、

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
、
学
童
保
育
等

介
護
情
報
…
高
年
齢
者
向
け
福

祉
サ
ー
ビ
ス
、
民
間
ホ
ー
ム
ヘ

ル
パ
ー
、
老
人
病
院
、
老
人
ホ

ー
ム
、
介
護
用
品
等

家
事
代
行
情
報
…
家
政
婦
紹
介
等

●
受
付
時
間

月
〜
金
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）

9
時
30
分
〜
16
時
30
分

●
問
合
せ
先

2
0
2
0
テ
レ
フ
ォ
ン
千
葉

（
21
世
紀
職
業
財
団
千
葉
事
務
所
）

蕁
0
4
3
（
2
2
5
）
2
0
2
0

2
0
2
0

テ
レ
フ
ォ
ン
千
葉

各
種
相
談
日
程

日曜・休日当番医は、変更となる場合がありますの
でご了承ください。
また、診療時間は午前9時（診療開始）から午後5時
（診療終了）までです。※変更する場合もあります。
茂原市長生郡市医師会　蕁（24）3285

日曜・休日当番表 月/日

12/４

12/11

12/18

吉 田 医 院
（ 3 4 ） 3 0 4 5

東 部 台 医 院
（ 2 2 ） 2 4 5 5

粒 良 医 院
（ 2 5 ） 8 5 8 0

高田整形外科医院
（ 2 2 ） 0 1 1 1

山 之 内 病 院
（ 2 5 ） 1 1 3 1

君 塚 病 院
（ 2 5 ） 1 8 1 1

茂 原 地 区

内 科 系 外 科 系
月/日

12/23

12/25

12/31

宮本内科医院
（ 2 2 ） 3 7 7 0

聖 光 会 病 院
（ 3 5 ） 5 1 5 1

渡 辺 医 院
（ 2 7 ） 7 7 3 3

森 川 病 院
（ 2 5 ） 2 5 1 0

宍 倉 病 院
（ 2 4 ） 2 1 7 1

長 生 病 院
（ 3 4 ） 2 1 2 1

茂 原 地 区

内 科 系 外 科 系

日曜・休日当番医について

診療時間：午後8時から午後11時
診療科目：内科・小児科　蕁（24）1010 テレフォン案内　蕁（24）1011長生郡市夜間急病診療所案内

（
マ
タ
ニ
テ
ィ
教
室
）


